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（午後 ４時００分 開会） 

○大川課長代理 それでは、定刻となりましたので、第１３回東京都死因究明推進協議会

を開催させていただきます。 

  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。私は、東京都福祉保健局医療安全課医務担当の大川でございます。議事に

入るまでの間、司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。まず、次第が

ございまして、その次に資料１といたしまして、厚生労働省様の資料になります。死因

究明等推進計画の策定に向けたスケジュール等でございます。資料２といたしまして、

東京都における持続可能な死因究明体制の推進ということで１枚もの。資料３といたし

まして、東京都の検案・解剖数の推移。資料４が、４－１と４－２ということで２枚ご

ざいまして、東京都監察医務院における年次別検案・解剖件数と検案数の内訳。資料５

といたしまして、東京都監察医務院研修・実習実績。資料６といたしまして、多摩・島

しょ地域における体制。 

  また、参考資料といたしまして、１・２・３と３つ御用意させていただいております。

参考資料１が、東京都における持続可能な死因究明体制の推進。参考資料２が、死因究

明等推進基本法の概要。参考資料３といたしまして、３大学法医学教室アンケート調査

結果。それから、今回の協議会の委員の先生方の名簿と設置要綱を添付させていただい

ております。資料につきましては以上でございますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、次に、今回Ｗｅｂ会議という形式を取らせていただいておりまして、会議

の進め方について御説明をさせていただきます。 

  通常は、マイクをミュートにしていただくようにお願いいたします。御発言をいただ

くときには、挙手をしていただいて、指名された際にマイクをオンにして御発言をお願

いいたします。御発言が終わりましたら、恐縮ですがマイクをまたオフに、ミュートに

していただきますようお願いいたします。 

  次に、本日の委員の紹介及び出席状況について申し上げます。令和２年７月１日付で

委員を改選させていただきましたので、委員の紹介をさせていただきます。 

  お手元の名簿の順にお名前を呼ばせていただきますので、呼ばれましたら、大変恐縮

ですが、マイクをオンにしていただいて、一言御挨拶をお願いいたします。 

  それでは、上から順番に御案内させていただきます。まず、桜山委員です。 

○桜山委員 桜山でございます。よろしくお願いいたします。 

○大川課長代理 福永委員です。 

○福永委員 科警研の福永でございます。よろしくお願いします。 

○大川課長代理 角田委員につきましては、本日は御欠席という御連絡を頂いております。 

  西田委員です。 

○西田委員 東京都医師会の西田です。よろしくお願いいたします。 



 

 2 

○大川課長代理 北村委員です。 

○北村委員 杏林大学の北村です。よろしくお願いいたします。 

○大川課長代理 岩楯委員です。 

○岩楯委員 慈恵医大の岩楯です。よろしくお願いいたします。 

○大川課長代理 岩瀬委員です。 

○岩瀬委員 東京大学の岩瀬です。よろしくお願いします。 

○大川課長代理 警視庁の松浦委員です。 

○松浦委員 警視庁の松浦です。よろしくお願いします。 

○大川課長代理 植原委員です。 

○植原委員 池袋保健所の植原です。よろしくお願いいたします。 

○大川課長代理 ありがとうございます。みなさまよろしくお願いいたします。 

  それでは、続きまして、座長、副座長の指名に移らせていただきます。新たな座長の

指名でございますが、お手元の要綱第６－２により、福祉保健局長が指名することとな

っております。今回、東京都結核予防会の理事長の桜山理事長のお願いをさせていただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、同要綱によりまして、副座長につきましては、座長が指名することとな

っておりますが、桜山座長、いかがいたしましょう。 

○桜山座長 私が座長なんて僭越でございますけれども、御指名でございますので私が座

長を務めさせていただきますが、副座長につきましては、この分野で長年にわたり、御

業績を挙げられておられます科学警察研究所の福永所長にお願いしたいと思いますが、

よろしゅうございましょうか。 

○福永副座長 はい、謹んでお受けいたします。ありがとうございます。 

○大川課長代理 ありがとうございます。それでは、桜山座長、福永副座長ということで

進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  次に、本日御出席ということで、厚労省の方に御参加をお願いしておりますので、御

紹介をさせていただきます。 

  厚生労働省医政局医事課死因究明等企画調査室の西平室長でございます。西平室長、

一言お願いいたします。 

○西平室長 はい、今御紹介いただきました、厚生労働省医政局医事課死因究明等企画調

査室長の西平と申します。今日は、後ほどお時間を頂戴して、国の取組状況などを説明

させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○大川課長代理 ありがとうございます。 

  それでは、事務局の職員を御紹介させていただきます。 

  東京都福祉保健局技監の田中でございます。 

○田中技監 田中でございます。医療改革推進担当部長として、この会に出席させていた

だいておりましたが、９月１６日付で技監の任命を受けました。担当部長のほうも引き
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続き兼務ということで、また医療安全課長も兼務しておりますので、引き続きよろしく

お願いいたします。 

○大川課長代理 東京都監察医務院院長の鈴木でございます。 

○鈴木院長 監察医務院の鈴木と申します。本年４月１日より監察医務院院長に就任して

おります。よろしくお願いいたします。 

○大川課長代理 続きまして、この会議の外部への公開でございますが、設置要綱の第８

にありますとおり、この会議及び会議に関する資料、会議録等についてはこれまでどお

り原則公開とさせていただきます。 

  また、本日お配りしました会議資料と議事録などについては、後日、東京都福祉保健

局のホームページに掲載させていただきたいと思います。 

  それから、大変恐縮ですが、本会議につきましては、録音ですとか、カメラの撮影等

は御遠慮いただきますようによろしくお願いいたします。 

  それでは、これから議事に入らせていただきます。議事進行は桜山座長、どうぞよろ

しくお願いします。 

○桜山座長 改めまして、桜山でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、次第に沿って議事を進めてまいります。本日の議題は、厚生労働省におい

て開催されております、死因究明等推進計画検討会により議論されております内容を御

説明いただくとともに、昨年９月に策定いたしました東京都における持続可能な死因究

明体制の推進に沿って、都の現状につきまして御報告をいただいて、今後の方向性等を

確認させていただきます。 

  それでは、死因究明等推進計画検討会での論点と方向性について、厚生労働省の西平

室長から御説明をお願いしたいと思います。 

○西平室長 それでは、よろしくお願いいたします。お手元の資料１と、あとは参考資料

２で、基本法の概要とその条文を用意していただいております。こちらをお手元に御準

備いただければと思います。 

  まず、参考資料２のほうで書いてあります死因究明等推進基本法ですね。こちらがこ

の４月から施行をされてございます。この基本法が施行されたことに伴いまして、参考

資料２でいうところの第１９条のところ、死因究明等推進計画、こちらの策定というこ

とが求められているところでございます。 

  資料１のほうでございますけれども、こちらの死因究明等推進計画の策定に向けまし

て、本年４月１日、それまで死因究明施策の取りまとめは内閣府だったところを厚生労

働省のほうにまず移管をされました。その上で、私が今所属しております医政局のほう

に、担当室として死因究明等企画調査室が設置されたという状況でございます。 

  計画の策定に向けまして、まず６月中旬ぐらいに関係閣僚などから成ります死因究明

等推進本部、こちらを開催させていただきまして、正式に計画策定に向けた検討が決ま

ったというところでございます。ただ、その計画の具体的な内容につきましては、より
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専門性の高い方々にお集まりいただくということで、今日御参加いただいております監

察医務院の鈴木院長のほか、専門家の方々から成ります、こちらに書いてございます死

因究明等推進計画検討会、こちらを設置させていただきまして、７月から鋭意開催して

ございます。直近が、昨日１２月２１日に開催させていただきまして、報告書案の骨子

というものを御議論いただいて、御意見を頂戴したところでございます。 

  スケジュール的には、年明けにもう一、二回開催をさせていただいた上で、年度内ぐ

らいに報告書を取りまとめて、年度明け、令和３年４月頃の予定でございますけれども、

先ほど申し上げました推進本部のほうで、計画案の取りまとめを行った上で、推進計画

として閣議決定する。このようなスケジュールを想定しているところでございます。 

  おめくりいただきまして２ページ目、今申し上げました推進本部ですね、推進計画検

討会の委員名簿など、構成について御紹介をさせていただきます。 

  推進本部と言いますのが、本部長といたしまして厚生労働大臣と、あとは本部員とい

たしまして関係閣僚、あとは有識者の方から成っております。この有識者の方のお一人

が座長という形で右側の検討会を主催していただいておりまして、中央大学の佐伯先生

を座長といたしまして、先ほど申し上げました東京都監察医務院の鈴木院長ほか、関係

する先生方に御参画いただいておるという状況でございます。 

  おめくりいただきまして、死因究明等推進計画検討会報告書骨子案という縦置きの紙

があろうかと思います。こちらが、昨日の検討会のほうに事務局のほうから提出をさせ

ていただいた資料でございます。 

  ざっと説明をさせていただきますと、報告書の骨子ということでございますので、こ

れを今度、年明けに文章化していくということでございますが、構成といたしましては、

総論的な部分が冒頭４ページ目まで、下に骨子案のページ番号を書いておりますけれど

も、１ページ目から４ページ目までが総論部分ということで、５ページ目以降が厚生労

働省ほか、警察庁、あるいは文部科学省など関係省庁が実際に実施しようとしている、

そのような施策を掲げるというような構成とさせていただいてございます。 

  お戻りいただきまして、下の骨子のページ番号１のとこでございますけれども、はじ

めにというところでございます。こちらは、死因究明等の重要性でございますとか、あ

るいは基本法が成立したということ、あと計画を策定する目的、こういったものを記載

いたしております。 

  おめくりいただきまして、２ページ目のほうになりますけれども、現状と課題という

ことで、まず現状の整理ということで、ここにポツポツポツと書いてございますが、こ

のようなデータ、県別なりのデータをまずは現状として確認するような記載をするとい

うことでございます。その上で、課題といたしまして、人材確保、法医の方ですとか、

検案医など、そういった方々の人材確保、あるいは大学間の連携といったような課題が

あるのではないかということで、幾つか課題のほうを書かせていただいてございます。 

  その上で、３ページ目のところでございますけれども、死因究明の到達すべき水準と、
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あるいはその施策の基本的な考え方といたしまして、到達すべき水準は、まず（１）の

ところでございますけれども、こちらは死因究明等が地域、日本中どこの地域におられ

るのか、そういう地域に関わらず、等しく適切に行われる社会を実現することが必要な

のではないかということを基本的な認識として掲げた上で、必要と判断された死因究明

の施策が、死者あるいは遺族の権利利益を踏まえつつ、資源の不足等を理由とすること

なく、実現される体制が整備されること。また、専門的科学的知見に基づいて実施され

るということが必要であるというようなことで考えてございます。 

  （２）の基本的な考え方でございますけれども、こちらは、国、地方公共団体が基本

法の理念にのっとって、協力して実施していくということ。また、この基本法に基づき

ます計画と言いますのが、基本的に３年間でロールアップしていくということでござい

ますので、３年間を見据えた計画、実施施策を掲げるというようなことを考えてござい

ます。 

  おめくりいただきまして、５ページ目からが各施策になってございます。こちらの

（１）から（９）まで、法律の立てつけに沿って１２ページまでこれを書いてございま

す。こちらは、参考資料２のところを御覧いただければと思いますが、死因究明等推進

基本法の第１０条から第１８条において、このような柱が基本的な施策として規定され

てございますので、これはそれぞれの各施策項目に沿いまして、関連する施策を掲げて

おるということでございます。 

  細かく一つ一つ御説明するのは、ちょっとお時間も頂戴することになりますので、骨

子の５ページ、下のページ番号の５ページのところを見ていただきますと、丸と二重丸

と四角ですね。それぞれマーキングしてございます。こちらは凡例を見ていただきます

と、丸というのが前計画と言いますか、旧計画から引き続き実施するもの。二重丸を付

しておりますのが、新規に計画に掲げようと考えている施策、黒の四角というものが、

こちらの項目にも該当するということで再掲ということになってございます。 

  新規の施策で申し上げますと、おめくりいただきました６ページ目のところで、文部

科学省のほうから、死因究明等を通じた公共の秩序の維持、公衆衛生の向上等の重要性

について、教育責任者が参加する会議等において周知をしますよということを掲げてい

ただいてございます。 

  おめくりいただきまして、７ページのところで左端のところに行番号が書いてござい

ますけれども、１０行目、１２行目のところ、私ども厚生労働省の新規施策として考え

ているところでございますが、これまで内閣府が担当だったときにもなかなか必要なデ

ータというのが集められていなかったというところがどうしてもございましたので、各

地方公共団体、都道府県さんにおいて、検案とか検査とか、そういったものの実態がど

うなっているのかということを厚生労働省のほうで取りまとめて、実態調査をしてみて

はどうかということを考えているところでございます。 

  その下、１２行目でございますけれども、死因究明に関して、専門的機能をどのよう
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に確保するのかということで、このような専門的機能を有する体制の整備について、厚

生労働省のほうで何らかの支援ができないのかというようなことを考えておるところで

ございます。 

  おめくりいただきまして、９ページのところでございます。１０行目のところ、こち

らは検案医が法医に相談することができる体制の構築ということで、何かあったときに

電話などで相談できるような事業体制について考えておるということでございますし、

１７行目、必要な検査・解剖を行う施設・設備の整備費用の支援というようなことも考

えているところでございます。 

  それから、１２ページでございますけれども、５行目のところ、子どもが死亡した場

合におけるということで、こちらはＣＤＲと通常呼ばれているものでございますけれど

も、モデル事業を厚生労働省の担当局がやってございますけれども、それを踏まえまし

て、引き続き検討を行っていくというようなことでございます。 

  また、同じく１２ページの一番下、２５行目のところでございますけれども、こちら

は基本法になって初めて導入された条文でございますが、情報の適切な管理といったよ

うなことで、色々なところで死因究明のデータが管理されておりますけれども、そのル

ールなどをしっかりと固めようというようなことを書かせていただいてございます。 

  おめくりいただきまして、１３ページのところでございます。推進体制等ということ

で、基本的に先ほど申し上げましたとおり、計画というのは３年を１タームとして考え

ているところでございますが、少なくとも毎年１回フォローアップして、必要な検討は

行いますよと。その上で、３年たった場合、計画について必要な見直しを行いますとい

うことでございます。計画自体は、閣議決定をするものでございますので、なかなか１

０年、２０年かかるようなものというのをつくるのは難しいということでございますが、

検討会の報告書といたしましては、中長期的な課題、施策の方向性についてもそのよう

な３年とかという期ではなく、よりその大所高所に立ったような方向性について、

（２）のところの中長期的な課題という部分について取りまとめさせていただければい

いのかなというふうに考えているところでございます。 

  すみません、駆け足の雑駁な説明になって恐縮でございますけれども、厚生労働省に

おきます死因究明等推進計画の検討状況について、御説明をさせていただきました。 

○桜山座長 西平室長、ありがとうございました。ただいまの御説明の内容について、委

員の皆様方、何か御意見、あるいは御質問等も含めてですが、ありましたらお願いいた

します。Ｗｅｂ参加の方は挙手をしていただければ見えますので。あるいはここにいら

っしゃる委員の方で何か。 

○田中技監 事務局から質問をしてもよろしいでしょうか。 

○桜山座長 どうぞ。 

○田中技監 すみません。事務局なのですが、ちょっと質問をさせてください。今、御説

明いただいた骨子案の中に、幾つか最後に【Ｐ】と書いてある項目があるのですが、こ
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のＰはどのような意味があるのでしょうか。 

○西平室長 一概になかなか言いにくいところでございますが、例えば７ページの２４行

目、２５行目、警察庁のところでＰがついているところがございますけれども、こちら

は警察庁が、今まさに最終的な計画にどのように記載ができるかということを考えてい

る、現時点ではこういうことを書けるのではないかということで頂いている文案でござ

います。そういう趣旨のＰということでございますので、何がしかこういったことを書

くべく、警察庁の中で検討しておられるという状況かと思っております。 

○田中技監 最後の１２ページの（９）の今新しい項目だという御説明のあった情報のと

ころもＰなのですが、これはまだ検討中というようなニュアンスだということでしょう

か。 

○西平室長 そこまでのところは全て警察庁とか海上保安庁あるいは文部科学省など関係

省庁を全て入れてきたわけでございますけれども、今のところどこまで関係省庁が広が

るのかというのが正直ちょっとまだ我々も分かりかねているところもあるという趣旨で

Ｐというのを入れさせていただいておるということでございます。最終的には、何省、

何省、何省というのを入れたいなということで、そういった趣旨でここのところはＰを

つけさせていただいている、そういうことでございます。 

○田中技監 ありがとうございました。 

○桜山座長 よろしいですか。そのほかはいかがでございましょう。また、後ほど時間が

ありましたら、御意見を伺うこととして、議事を進めさせていただきます。 

  続きまして、東京都における持続可能な死因究明体制の推進について、事務局から説

明をお願いいたします。 

○大川課長代理 ありがとうございます。それでは、御説明をさせていただきます。資料

の２から５までまとめて順を追って説明をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  資料２を御覧ください。東京都における死因究明の実施体制につきまして、これまで

の大きな流れをお示しさせていただいております。特別区につきましては、「監察医を

置くべき地域を定める政令」に基づき、多摩地域においては、東京都医師会様、それか

ら、東京都慈恵医科大学、及び杏林大学様の御協力のもと、多摩島しょ地域監察医務業

務を進めてきております。 

  また、監察医務院につきましては、立川市と多摩地域の一部の地域を対象として業務

を行ってもらっています。 

  それから、平成３０年３月に改定いたしました東京都保健医療計画において、検案医

の確保と専門性の向上が６か年の計画の中に位置づけられまして、本協議会において死

因究明体制の充実に向けた検討を進めるということになっております。 

  参考資料１として添付させていただいております、「東京都における持続可能な死因

究明体制の推進」につきましては、平成３０年１１月から令和元年８月までの間に計４
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回開催されました本協議会における検討結果を踏まえまして、昨年令和元年９月に策定

されました。その大きな柱といたしましては、１つ目として東京都監察医務院の体制強

化、２つ目といたしまして、多摩地域の検案・解剖体制の確保、それから３つ目といた

しまして、死因究明によって得られた情報の収集と発信の３つというふうになっており

ます。 

  今後、本報告書をもとに、死因究明等推進基本法やそれに基づく国の方針も踏まえま

して、さらに議論を深め、都における死因究明の推進を図っていきたいと考えておりま

す。 

  次は資料３を御覧ください。平成２１年度から１０年間の東京都検案・解剖数の推移

を掲載させていただいております。検案数につきましては、特別区において１万３，０

００から１万４，０００件程度、多摩島しょ地域においては、大体６，０００件、東京

都全体で見ますと、２万件程度で推移しておりまして、特に大きな変動はないように思

われます。 

  解剖率につきましては、東京都全体として２０％前後ということで推移してございま

すが、ここ２年では特別区、多摩島しょ地域とも２０％を下回っております。 

  資料４のほうに移らせていただきます。資料４－１につきましては、東京都監察医務

院における昭和２１年からの年次別検案・解剖数の実績でございます。グラフを見てい

ただきますと、平成２２年の検案数のピークからは下がっておりますが、平成３０年、

令和元年と検案数は増えております。一方で、解剖率は近年減少傾向にございまして、

１５％前後ということで推移しております。 

  資料４－２を御覧ください。過去５年間の監察医務院における検案数を死因の種類別

に集計したものでございます。死因の中で一番大きなウエイトを占めている病死につき

ましては、現在全体数の大体７割でございまして、９，５００件から１万件近くになっ

た平成２２年から平成２４年までを除けば、継続したトレンドといたしましては、漸増

しておりまして、直近５年間の実績にも傾向がよく表れているかと思います。 

  それから、不慮の外因死を御覧いただきますと、交通事故は交通安全運動などの取組

により減少しておりますが、高齢者の浴槽での溺水や食物の誤嚥による窒息などが増加

傾向にございます。自殺につきましては、以前よりは減少はしているものの、近年は横

ばいという形になってございます。また、不慮の死が大幅に増えております。一人暮ら

しの増加などを背景として、死亡者の発見が遅れ、死後変化が進んでいるケースが増え

ているものと考えられます。高齢化や一人暮らしが増えている社会背景を踏まえますと、

今後も検案数は伸びていくことが予測されますので、体制の拡充のために常勤の監察医

の計画的な採用ですとか、その他業務に要する人員の充実が必要になってくるものかと

考えております。 

  資料５を御覧ください。東京都監察医務院で受け入れております研修及び実習の実績

数を掲載しております。まず、１の研修・実習受入実績でございますが、大学の医学部、
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それから警察、消防、その他の医療機関等幅広い分野から多数の研修生、及び実習生を

受け入れてございます。 

  それから、２番の令和２年度検案医研修でございますが、令和２年度は多摩地域であ

ります町田市の登録検案医が一時不在となりまして、町田市医師会の検案医候補者につ

きまして、２日間の検案研修を東京都監察医務院のほうで実施いたしました。 

  それから、３の日本医師会が行う死体検案研修でございますが、平成３１年度は日本

医師会の死体検案研修の実習生を、１１月に７名を受け入れております。 

  検案・解剖業務を遂行する中で、人材育成を担っている現状から実施体制に課題とい

うものも一部ございますとは思いますが、今後も充実を図っていけるよう体制の拡充と

いうものも検討してまいりたいというふうに考えております。 

  説明のほうは以上でございます。 

○桜山座長 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、委員の皆様から何

か御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。 

  それでは、また後でまとめて御意見を伺う場面もあろうかと思います。議事を進めさ

せていただきます。 

  続いて、資料６、多摩・島しょ地域における体制、これについて事務局、御説明をお

願いいたします。 

○大川課長代理 はい。資料６を御覧ください。多摩・島しょ地域における体制について

でございます。まず、１の登録検案医数と実働数を御覧ください。登録検案医の数につ

きましては、大きな変動はないのですが、実働の検案数が減っております。隣の２を御

覧ください。１の登録検案医数と実働検案医数から大学の法医を除いた数を見ますと、

実働検案医数の６５歳以上の割合が１０名と半数近くとなってございます。 

  今後も検案体制を維持していくことを考えますと、新たな登録検案医を増やしていか

なければならないなというふうに考えてございます。 

  また、３番では登録検案医の不在地域というものもございます。記載の４市について

は、今年の４月１日時点の実績でございまして、先ほど資料の５で御説明させていただ

きましたとおり、町田市においては、町田市医師会様の御尽力により後任の先生が決ま

りまして、監察医務院で研修を受講していただいた後、６月より登録検案医として活動

していただいております。 

  一方、西東京市においては、長い間御活躍いただきました先生が御高齢を理由にお辞

めになられて、登録検案医が不在となっております。このため、引き続き現状において

も、４市は登録検案医が必要な状況ということでございます。 

  その下の４の検案実施の割合を御覧いただきましても、登録検案医が５６％の割合を

担っていただいておりますし、慈恵大学さんや杏林大学さんの御負担を大きく増やすこ

とも困難と思われますので、登録検案医の体制の強化ということが必要かと考えており

ます。 
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  資料の５のところの解剖率でございます。多摩地域では、大学の法医と登録検案医と

の解剖率に大きな開きがございまして、その１つの要因といたしましては、大学におい

ては、解剖を前提とした持ち込み検案などが多いこともあるかと思います。登録検案医

の中では、死因が不詳であっても、なかなか承諾が得られないということで解剖に至ら

ないケースなどもあるようでございます。 

  多摩地域の体制については、多くの課題がございますので、例えば監察医務院の多摩

班の活動範囲の拡大ですとか、区部の大学に対する協力の依頼なども今後考えていかな

ければならないのかなというふうに思っております。 

  それから、６の検案サポート研修でございますが、平成２８年度より登録検案医の精

度向上を目的に実施しております検案業務サポート研修の参加者数というのもお示しさ

せていただいております。 

  このサポート研修につきましては、毎年実施しているものでございますが、何回も熱

心に参加していただいている先生もおられる一方、お忙しい中での研修ということにも

なりますので、なかなか参加いただけない先生もおられるのが現状でございます。こう

いった研修の在り方等についても、ぜひ委員の先生から御意見等がもし頂ければ幸いで

ございます。 

  それから、参考資料の３を御覧いただけますでしょうか。法医学教室がございます各

大学にアンケートの協力をいただきまして、各大学の体制、それから解剖前にＣＴを撮

影する効果についてお聞きしましたので、参考資料として御紹介させていただきます。 

  回答いただいたのは、１０の大学でございました。職員数、それから解剖実施医師数、

解剖種類、司法解剖、新法解剖、行政解剖の平成２９年度から令和元年度までの３か年

の実績については、資料に記載のとおりでございます。 

  ２つ目として、解剖前にＣＴ撮影する効果についてということで、現在多摩地域の行

政解剖については、ＣＴを撮影するような制度というのがございません。２３区及び司

法解剖、新法解剖においては、解剖前にＣＴ撮影する事例もございます。このため、解

剖前にＣＴ撮影することの有効性について、都においても確認をしていきまして、今後

は多摩地域においても、解剖前にＣＴ撮影をする体制を構築できないものか検討できれ

ばと考えております。 

  例えば、有効性について数値化できないかとか、そういったところがどうなのかなと

いうふうにも思っております。 

  なお、今回のアンケートにおいて、記載のありますとおり、主な七つの御意見を頂き

ましたので、御参考にしていただければと思います。この点につきましても、委員の皆

様から御意見を伺えますと幸いでございます。 

  説明のほうは以上でございます。 

○桜山座長 ありがとうございました。多摩・島しょ地域における体制と、それから大学

の法医学教室にお願いしたアンケートの調査結果について御説明をいただきましたが、
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この内容につきまして、御意見あるいは御質問等がございましたらお願いいたします。 

  ちょっと私のほうから確認させていただきます。多摩・島しょ地域における体制で、

登録検案医の不在地域、町田市は解消されたということですけれども、西東京市が増え

たとか、不在地域で検案が必要になった場合の運用というのは、どのように行われてい

るのですか。 

○大川課長代理 近隣の医師会の御協力をいただいております。 

○桜山座長 応援をいただく。それから、６のところに検案業務サポート研修参加者数、

サポートですから登録検案医の方々が参加される。登録検案医の数から見ますと、結構

出席率がいいようにも思うのですが。 

○大川課長代理 登録検案医だけではなくて、検案医に関心のある医師など幅広く募って

おりまして、検案業務に興味を持っていただいて、行く行くは登録検案医になっていた

だければよいかと考えております。 

○桜山座長 サポートといっても、登録検案医だけではないということですね。それで先

ほどの説明の納得がいきました。すみません、座長から先に聞いてしまいましたが。皆

さん、いかがでしょう。挙手をいただければ。福永副座長、何かございますか。 

○福永副座長 では、私から。科警研の福永でございます。多摩地区の検案を見たときに、

実に杏林と慈恵の先生方の負担が大きいと言いますか、かなりの数をやっておられる、

３６％もしておられるということで、かなり御負担ではないかというふうに思っており

ます。教室の教員のスタッフというのは、非常に限られたものだと思いますが、その辺

りの補充といいますか、人員的な問題については問題なく進めておられるのでしょうか。 

○桜山座長 これは、委員の先生に答えていただいた方がよろしいでしょうか。 

○福永副座長 杏林と慈恵の先生に。 

○桜山座長 北村先生と岩楯先生。北村先生、今の福永先生の御質問と言いますか、御意

見で何かコメントを頂けますか。 

○北村委員 杏林大学の北村です。まず、当大学とかの検案・解剖にお気遣いいただきま

してありがとうございます。解剖の稼働推移を御覧になると分かるのですけど、数年前

がピークで、ちょっと最近は減っておりまして、私の教室は２名、私ともう一人の助教

がやっておりまして、慈恵さんの数はかなり多いですが、それに比べますと負担ではな

いと、これがまた増えてくれば、数年前のような状況になれば、当然負担が増えてきま

すので、できれば人材確保というのは考えてはいますけれども、法医解剖医の数を考え

た場合、簡単にはすぐに来てくれるということはなかなか難しいと思いますので、なる

べくアンテナを張りまして、来ていただける可能性がある先生には声をかけたいと思い

ます。杏林大学としましても、法医学教室の業務に必要であれば、人員確保について積

極的に検討してもらえるのではないかというふうに思っております。以上であります。 

○桜山座長 はい、ありがとうございました。岩楯委員、いかがでしょう。 

○岩楯委員 慈恵医大の岩楯です。うちに関しては、人材に関しては特に余裕があるとい
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うほどではないですけど、今現在の数を回していくのであれば、特段問題はないと思っ

ています。以上です。 

○桜山座長 ありがとうございました。福永委員、何かありますか。 

○福永副座長 解剖率が６割近い、６割前後を推移しているというのが多摩地区の解剖の

現状ですけども、これはやはり解剖を前提に警視庁が持ち込んでくるから、どうしても

高くなるのか。そういうことですよね。先生方が検案に行っておられるところであれば、

検案で置いてくるものもあるけども、ほかの多摩地区から来るものが先生方に検案と解

剖を両方頼まれるから比率としてこれだけの比率になるというふうに理解すればいいで

すね。 

○桜山座長 今の質問について、まず北村委員からお願いできますか。 

○北村委員 杏林大の北村です。そういった話だと思います。こちらのほうから警察署に

向かって、警察署のほうに行った場合はほとんどの症例では検案のみの前提という形に

なるかと思いますけれども。 

○桜山座長 申し訳ありません。北村委員の回線が悪いようですが、岩楯委員、お願いで

きますか。 

○岩楯委員 はい。慈恵に関しては、基本的に警察の方が解剖を前提で御遺体を持ち込ま

れることが多いので、それに関しては、全例で解剖を行っています。最近になって、Ｃ

Ｔ検案の目的で持ち込まれるものに関しては、逆にそれは遺族が解剖を拒否しているの

で、せめてＣＴだけでもということで撮影することになるので、それに関しては、剖検

率は逆にほぼ０です。最初から遺族が拒否しているケースですので。我々が日野とかに

出張検案に行って、行っているものに関しては、警察の方が解剖を必要だと判断したも

のの残りなので、逆に解剖が要になる率というのは低いと思います。以上です。 

○福永副座長 分かりました。 

○桜山座長 福永委員、よろしいですか。ありがとうございました。 

  そのほか、何かいかがでしょう。特にアンケート調査結果について。医師会の西田委

員。 

○西田委員 よろしいでしょうか。今、資料の６をちょっと見ていたのですが、検案の実

施割合ということで、医務院と慈恵・杏林、登録検案医ということになっております。

私は在宅医療をやっていますが、ケースによっては在宅医が検案書を書くというケース

が結構あるのですけれども、この中にはその数は入っていないのでしょうか。非常に少

ないからということなのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。 

○桜山座長 これは事務局、分かりますか。 

○大川課長代理 この数については、登録検案医として登録していただいた先生の検案数

になってございますので、登録いただいていない検案については、入っておりません。 

○西田委員 はい、了解しました。 

○桜山座長 ありがとうございます。そのほか何かございますか。アンケート結果につい
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ては、コメントのある先生はいらっしゃいませんか。 

  福永委員、どうぞ。 

○福永副座長 アンケート調査結果、参考資料３のＡ大学というのは、全部他県からの持

ち込みを解剖されているのですか。何かちょっと。 

○桜山座長 そうですね。少し変ですね。 

○福永副座長 数字がおかしいのではないかなと思うのですけど。司法が３６件、令和元

年。 

○桜山座長 全部、括弧の中の他県依頼と数が同じになっていますね。 

○福永副座長 これは恐らく間違いだと思います。 

○大川課長代理 確認しまして、修正の上、先生方のほうに差し替えという形で後日、お

知らせさせていただければと思います。 

○福永副座長 お願いします。 

○桜山座長 ほかは間違っていないのかもしれませんが、Ｃ大学も司法解剖が他県依頼の

分がかなり多くを占めているとかいろいろとありますから、一応全部数字を確認してい

ただいて、また後で資料をお送りいただければと思います。 

  そのほかどうでしょう。また何か御意見があれば、全体を通してでも結構ですが。よ

ろしいですか。特にないようでしたら、これで本日予定されていた議事は終わりでござ

います。 

  それでは、事務局にお戻しいたします。 

○大川課長代理 はい、ありがとうございました。本日は、慣れないＷｅｂ会議という形

式で御迷惑もかけてしまったかと思いますが、皆様、御協力いただきましてありがとう

ございました。 

  本日、幾つか意見という形で頂戴いたしました。こういった貴重な御意見につきまし

ては、今後の事業執行等の参考とさせていただければと思います。 

  また、本日御発言できなかった御意見等がもしございましたら、メール等で結構でご

ざいますので、事務局のほうにお知らせいただければと思っております。 

  事務局からは以上でございます。 

○福永副座長 １つだけよろしいですか。最初に厚生労働省の方から、この死因究明等推

進計画の検討の骨子案について御説明がありまして、厚生労働省として新しいものを入

れるということで、この二重丸をつけたところについていろいろと説明がございました。 

  この死因究明について、内閣府が所管していた頃（平成25〜26年）に１つの報告書が

出ております。そのときに出てきた報告書というのが、各省庁ができることだけを羅列

して、それを１つの報告書の形としてまとめたという経緯がありまして、どうもこの新

しい骨子案を見ていても、後ろに括弧何々省、何々部門というふうに書かれていくと、

やはり各省庁ができることだけを羅列して、全体として全国的に何をしなければいけな

いというところが非常にピンボケになってしまうのではないかと思うのですけど、これ
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はぜひこの会議に出ておられる方、それからこの厚労省の今主管になっている企画調査

室のほうから、しっかりとしたものを出していただきたいと思います。 

  今まで東京都で、いろいろ監察医務院のこと、多摩地区のことをずっと練ってきまし

た。でもこれだけ力を入れて、地方自治体でやっていても、足りないところがいっぱい

あるわけです。そこはどうしても国からのバックアップというのが必要になってきまし

て、これから全国どこに住んでいても、死因究明ができるという体制をつくられるので

したら、ぜひこの東京であっても、地方であっても、しっかり国のバックアップという

ものをお願いしたいと思います。 

○桜山座長 ありがとうございました。ちょうど西平室長がいらしたので、ちょっとコメ

ントを頂きたいところでございますが、西平室長、いらっしゃいますか。 

○高草木室長補佐 すみません。厚労省の高草木と申します。室長が途中退席してしまっ

たので、私のほうから少しよろしいでしょうか。 

○桜山座長 よろしくお願いいたします。 

○高草木室長補佐 御意見は伺わせていただきました。基本的に今回は骨子案ということ

で、前回の旧計画から引き継がれているような表現が結構多くなっていますけれども、

当然ながら委員の先生からは多くの意見が出されておりまので、それらをしっかりと反

映した形で今後文章化していくという流れになっております。今後も引き続き、委員の

皆様の意見を聞きながら、できる限り未来の見える形で表現できるように作っていきた

いと思っております。以上です。 

○福永副座長 ありがとうございます。ぜひこの全国一律に死因究明が行きわたるように、

３年ごとの見直しというところがものすごく大事なところだと思います。全国のこの死

因究明で今一番困っているのが、こういう監察医制度のないところの医師というのが、

解剖したくても警察が解剖の必要がないと言ったらできないというところに問題がある

のです。東京都の統計の結果を見ていただいても分かると思いますが、今、検案対象と

して高齢者の病死で亡くなる方が一番多い。そういう方を警察が犯罪死見逃し防止の目

的で見ておれば、病死であれば何でもいいということになってしまうのですけど、これ

を厚労省が持ったということは、日本人の死因はしっかりとしたものにしていく、死因

統計もしっかりしたものに持っていくというようなところにひとつフォーカスを当てて、

現場でやっている医者がいかに困って検案をしているか、これが全国的な日本の実情に

なっておりますので、ぜひその辺をよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○桜山座長 ありがとうございました。厚労省の方にもよろしくお願いしたいと思います

し、鈴木院長も委員でいらっしゃるようですから、どうぞよろしくお願いいたします。 

  よろしゅうございますか。それでは、これで終了とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

（午後 ４時５６分 開会） 


